
府中市空き家再生・活用補助金交付要綱 

令和３年７月２６日府中市告示第１２５号 

        改正 

         令和４年３月２４日府中市告示第３０号 

         令和７年３月３１日府中市告示第５７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、府中市空き家バンク設置要綱（令和２年府中市告示第１８６

号）第２条に規定する空き家バンクに登録された物件を購入し、又は賃借した者

が行う空き家の改修等（耐震補強工事を含む。以下同じ。）に対し、予算の範囲内     

で補助金を交付するものとし、その交付に関し、府中市補助金交付規則（令和 

４年府中市規則第２７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 空き家 府中市空き家バンクに登録された物件をいう。 

 ⑵ 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸

等を行うことができる者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、この

補助金の交付を申請した日（以下「申請日」という。）において、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。 

⑴ １８歳以上の者 

⑵ 空き家を購入し、又は賃借した者。または、その予定がある者 

⑶ この補助金の対象とした空き家に、補助金の交付を受けた日から５年以上定

住又は活用する意思のある者。 

⑷ 市税の滞納がない者（同一世帯の者も含む。） 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める場合には補助対象者とする。 

（補助対象の経費等事業） 

３ 第１項の規定にかかわらず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は補

助対象者としないものとする。 

第４条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者

が購入し、賃貸し又はその予定のある空き家における、生活するために必要な主



要構造部の改修等とする。ただし、補助対象者自ら施工する場合に要する資材等

を、市内に本社、支社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内で事業を営む

個人事業者（以下「市内業者」という。）から購入する場合においても、補助対象

事業とみなすことができる。 

２ 補助対象事業は、第７条に規定する補助金交付決定を受けた日以後に実施し、

かつ、交付決定を受けた日の属する会計年度の末日までに完了するものとする。 

３ 改修等の施工業者は、市内業者とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象事業に要した費用の２分の１とし、３０万円を上

限とする。この場合において、算定した額に１００円未満の端数がある場合には

これを切り捨てるものとする。 

２ この補助金は、補助対象者（同居人を含む。）及び補助対象の空き家がともに同

一の場合は、１回限りの交付とする。 

３ この補助金の交付は、同一物件に対して１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象

事業の着手前に、府中市空き家再生・活用補助金交付申請書（別記様式第１号）

に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 誓約書（別記様式第２号） 

⑵ 本人であることが確認できる書類 

⑶ 改修等に要する費用に係る見積書の写し及び内容の詳細が分かる書類 

⑷ 改修等の予定箇所の写真 

⑸ 備品等が掲載されているカタログ等の写し 

⑹ 空き家の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は賃貸借契約（売買契約）

同意書（別記様式第３号） 

⑺ 個人情報確認同意書（別記様式第４号） 

⑻ 空き家の改修等に関する所有者等の承諾書の写し（別記様式第５号） 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、申請者から前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、府中市空き家再生・活用補助金交付決定通知書（別記様

式第６号）により、申請者に通知するものとする。 

（補助対象事業の変更等） 

第８条 前条の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、

当該申請の内容を変更又は廃止しようとするときは、府中市空き家再生・活用補



助金変更等承認申請書（別記様式第７号）を市長に提出し、その承認を得なけれ

ばならない。 

（交付決定の変更） 

第９条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定の変更又は取消しを決定した

ときは、府中市空き家再生・活用補助金交付決定変更通知書（別記様式第８号）

により、交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から３０日以内又は当該年度

の３月３１日のいずれか早い日までに、府中市空き家再生・活用補助金実績報告

書（別記様式第９号）に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

⑴ 補助対象事業に要した費用の内訳が確認できる書類及び領収証の写し 

⑵ 施工箇所、平面図、写真等の補助対象事業の実施状況を確認できる書類 

⑶ 入居又は活用したことを証明する書類（交付申請時に当該空き家に居住して

いなかった者に限る。） 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容

を審査し、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、府中市空き家再生・活用補助金確定通知書（別

記様式第１０号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 交付決定者は、前条の規定により補助金確定通知を受けた後、速やかに

府中市空き家再生・活用補助金交付請求書（別記様式第１１号）を市長に提出す

るものとする。 

（補助金の交付） 

第１３条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書が提出されたときは、速や

かに補助金を交付決定者に交付するものとする。 

（補助金の返還等） 

第１４条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 第３条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。 

⑵ 誓約書に記載された事項に違反があったとき。 

⑶ 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が特に補助金を交付する者としてふさわし



くないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合

において、既に補助金が交付されているときは、府中市空き家再生・活用補助金

返還命令書（別記様式第１２号）により補助金の全部又は一部の返還を命じるも

のとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

３ 前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消された者のうち、取消事由

が第３条第１項第３号の要件の欠格であるものについて、返還を求める金額は別

表のとおりとする。 

４ 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から６０日以内に補

助金の全部又は一部を返還しなければならない。 

５ 市長は、第２項の規定により返還命令を受けた者（同一世帯の者も含む。）から

再度第６条に規定する申請書の提出があったときは、受理しないことができるもの

とする （他の制度との調整） 

第１５条 国、県又は市の制度に基づく措置とこの要綱に基づく補助制度とが重複

して適用される場合におけるこの要綱の適用については、市長が別に定める。 

（帳簿等の整理） 

第１６条 交付決定者は、補助対象事業に係る証票類の整理及び経理を明らかにす

る帳簿の作成を行い、補助対象事業の完了後５年間保存しなければならない。 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年７月２６日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の規定は、施行日以後に補助金の交付を受ける者につい

て適用し、同日前にこの要綱による改正前の規定により補助金の交付を受けてい

る者については、なお従前の例による 

附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この告示による改正後の第５条第１項の規定は、この告示の施行の日以後申請

があったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前

の例による。 

  

 



別表（第１４条関係） 

交付日からの経過年数 返還を求める金額 

１年未満 交付額の１００％ 

１年以上２年未満 交付額の８０％ 

２年以上３年未満 交付額の６０％ 

３年以上４年未満 交付額の４０％ 

４年以上５年未満 交付額の２０％ 

 

 

 


